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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数に分割され回動可能に接続したヘルメットの帽子部構成板を備えた折り畳みヘルメッ
トにおいて、折り畳みのための帽子部構成板間の隙間を水密的にふさぐ柔軟性且つ電気絶
縁性の膜による電気絶縁具を備えたことを特徴とする電気絶縁折り畳み式ヘルメット。
【請求項２】
前記電気絶縁具は、前記ヘルメットの内側又は外側に配置されたキャップであるか、又は
、折り畳み部の前記隙間のある部分とその周辺をふさぐように覆う局所覆いであることを
特徴とする請求項１記載の電気絶縁折り畳み式ヘルメット。
【請求項３】
請求項１又は請求項２記載の前記電気絶縁折り畳み式ヘルメットに取り付け外しが可能に
備えられた前記キャップ形態を特徴とする電気絶縁具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電気工事用の絶縁性能をもち、電気絶縁規格に適合する折り畳みヘルメットと
これに用いる電気絶縁具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、折り畳みヘルメット（折り畳み式ヘルメット）が特許文献に提案され、市販されて
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いる。
特許文献１（図３の３－Ａ）には、略半球殻状の帽体を頭頂部中心を通る中心線に沿って
二つの半帽体に分割し、半帽体を各々の対向位置に下端開口縁から上方の一定範囲を占め
る中央殻とこれに隣接する周辺殻に区画し、中央殻と周辺殻は回動可能なヒンジ構造で連
続させ、隣接する周辺殻は回動可能なヒンジ構造で連結している。
特許文献２（図３の３－Ｂ）には、一枚の平板状の前側弾性平板と後側弾性平板で、両者
間には折り曲げ可能な折り曲げ部がある。
特許文献３（図３の３－Ｃ）には、複数枚重ねられた可撓性の長方形平板と留め具があり
、扇の様に開閉できる。
これらのいずれもが、折り曲げ部において水が浸透する空隙を有するので、電気絶縁がな
されない欠点がある。
また、被った際に頭頂部に折り曲げがあるために、この部分への衝撃に弱い欠点があるこ
とも共通している。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１７０３２４
【特許文献２】特許第４９０１２０５号
【特許文献３】特開平８－３２５８２４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明の課題は、電気絶縁規格に適合する折り畳みヘルメット（電気絶縁折り畳み式ヘル
メット）とそれに使用する電気絶縁具を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明にかかる電気絶縁折り畳み式ヘルメットは、折りたためるヘルメットの折りたたみ
部の隙間空間をふさぐ折り畳みが可能な柔軟性を有する電気絶縁具を備える。
以下、請求項に沿って記述する。
【０００６】
請求項１記載の発明は、電気絶縁折り畳み式ヘルメットであって、
複数に分割され回動可能に接続したヘルメットの帽子部構成板を備えた折り畳みヘルメッ
トにおいて、折り畳みのための帽子部構成板間の隙間を水密的にふさぐ柔軟性且つ電気絶
縁性の膜による電気絶縁具を備えたことを特徴とする。
【０００７】
請求項２記載の発明は、請求項１記載の電気絶縁折り畳み式ヘルメットにおいて、
前記電気絶縁具は、前記ヘルメットの内側又は外側に配置されたキャップであるか、又は
、折り畳み部の前記隙間のある部分とその周辺をふさぐように覆う局所覆いであることを
特徴とする。
【０００８】
請求項３記載の発明は、電気絶縁具であって、
請求項１又は請求項２記載の前記電気絶縁折り畳み式ヘルメットに取り付け外しが可能に
備えられた前記キャップ形態を特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
以上の様に構成されているので、ヘルメットの折り畳みに応じて、電気絶縁具も柔軟に折
りたため、しかも、隙間空間をふさいでいるので、水を入れて器の内外に電極を配置して
高電を印加して検査する絶縁性試験にも耐えるので、電気規格もクリアすることができる
。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】本発明の電気絶縁折り畳み式ヘルメットの一実施態様を示す図である。
【図２】折り畳み式ヘルメットの一実施態様を示す図である。
【図３】従来の折り畳み式ヘルメットを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
本発明による電気絶縁折り畳み式ヘルメットは、折り畳みヘルメットと折りたためるヘル
メットの折りたたみ部の隙間空間をふさぐ折り畳みが可能な柔軟性を有する電気絶縁具と
を備える。
以下図に沿って説明する。
【００１２】
折り畳みヘルメットは、図３の従来例に見るごとく、衝撃から頭部を守るために堅牢な帽
体が互いに接続したいくつかの部分から構成されている。各部分は互いに回転可能に接続
しているため折り畳みが可能となっている。各部分の接続部は、隙間があるので、水密構
造ではないので、電気的にはこの隙間を介して電気伝導があり、絶縁規格の試験には合格
しない。
図２には、従来に示された折り畳みヘルメットとは少し異なるものを示している。このヘ
ルメットは、頭頂部には折り畳み部境界がないので、頭上からの衝撃に対する耐性が良好
である。然しながら、これも同じく、電気絶縁性を有さないのは従来と同じである。
従来及び、図２の折り畳みヘルメットに電気絶縁性を与えるのが本発明の折り畳みヘルメ
ットである。従来例でも、図２の例でも同じように適用できるので、図２を用いて、以下
にその手段を説明する。
先ず、図２の電気絶縁性のない折り畳みヘルメットの例を説明する。
【００１３】
図２は折り畳み式ヘルメットの一実施態様を示す図である。
２－Ａには、折り畳み式ヘルメットを斜視図で示す。この例では、頭頂部は、伏せた椀状
部２１０とこの縁の回転可能に接続した複数の下がり板２２０があり、下がり板２２０は
回転軸の周りに折り畳みが可能となっている。折り畳みを広げた状態では、下がり板２２
０の互いに隣接する辺は咬み合い接触して、図のようにヘルメットの裾部を構成している
。
頭頂部の椀状部２１０には、折り畳み部が無いので、衝撃に対する耐性が図３の従来例よ
い良好である。下がり板２２０を折り畳み状態か、広げた状態かを決めるための手段とし
て下がり板２２０に備えた引き紐２３０を備えている。勿論、他の手段でもよい。
ヘルメットを頭に支持するための顎紐２４０も備えている。２－Ｂには、２－Ａのものを
上下を裏返した状態を示している。２－Ｂの裏返しの状態で、下がり板２２０を内側に折
り曲げた状態を２－Ｃに示している。
【００１４】
本発明では、図３又は図２の折り畳み式ヘルメットを電気絶縁性を付与する。
図１は、本発明の電気絶縁折り畳み式ヘルメットの一実施態様を示す図である。
図２の折り畳み式ヘルメットでその例を説明する。折り畳み式ヘルメット１１０を２－Ｂ
の状態で示す。１－Ｂには、電気絶縁具１２０の一例を示す。ここでは、折り畳みに対応
するように柔軟性を備えた電気絶縁性の膜のキャップ（帽子）１２１である。１－Ｃでは
、ヘルメットの内側に装着した場合であり、１－Ｄでは、外側に装着した場合である。キ
ャップ１２１は、椀状になっているため水密になるため、適当な厚み、例えば、１ｍｍの
厚みでも電気絶縁性が満たされる。そして、折り畳みに対応するように柔軟である。
１－Ａには、折り畳み部の隙間のある部分（隙間のある部分とその周辺）をふさぐように
覆う柔軟性を備えた電気絶縁性の膜による電気絶縁具１２０を備えたものの例である。
いずれの場合も、膜の材料としては、ポリエステル樹脂、軟質塩化ビニル樹脂、シリコン
ゴム、ゴムなどが使用できる。
【産業上の利用可能性】
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【００１５】
以上のように本発明による電気絶縁折り畳み式ヘルメットおよびこれに用いる電気絶縁具
は、折り畳み式ヘルメットが電気絶縁性を備えるので、産業上利用して極めて好都合であ
る。
【符号の説明】
【００１６】
１１０　折り畳み式ヘルメット
１２０　電気絶縁具
１２１　キャップ
２１０　椀状部
２２０　下がり板
２３０　引き紐
２４０　顎紐

【図１】

【図２】

【図３】
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